
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

医療従事者等への新型コロナワクチンの接種に関して医療機関において 

必要となる手続等について 

 

医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの配分に

ついては、「医療従事者等向け接種を実施するための新型コロナワクチンの出荷（第１

弾）について」（令和２年２月19日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）に

おいてお知らせしたところですが、医療機関が医療従事者等への接種を実施するに当た

り、特に留意いただきたい手続き等を下記のとおりまとめましたので、こうした点に遺漏

なく接種が実施されるよう、医療従事者等への接種を実施する基本型接種施設及び連携型

接種施設に周知いただくとともに、管内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び関係

団体にご連絡いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 接種の実施に先立って、以下の対応が完了しているか確認する必要があること。 

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する集合契約への参加（ワクチ

ン接種契約受付システムへの入力、委任状の提出） 

 ワクチン接種円滑化システム（以下「Ｖ－ＳＹＳ」という。）への初期登録の実施※１ 

 連携型接種施設※２である場合、Ｖ－ＳＹＳでの基本型接種施設や小分けされたワクチ

ン情報（ロット番号、本数等）の登録 

 

※１現在、医療従事者等への接種に関し基本型接種施設として登録いただいている施設について

は、一部を除いてＶ－ＳＹＳのＩＤの払い出しが完了しています。また、連携型接種施設として

登録いただいている施設の半分以上についても、すでにＶ－ＳＹＳのＩＤの払い出しが完了して

います。まだ医療従事者等への接種について基本型・連携型接種施設として登録しているにもか

かわらず、Ｖ－ＳＹＳのＩＤについての連絡がない場合は、今後システム側での作業が完了し次

第、ＩＤの連絡が送信されますので、その後に初期登録を行っていただくようお願いします。 

 

 



 

※２医療従事者向け優先接種を行う際の基本型接種施設・連携型接種施設の設定については、別途

都道府県に登録いただいた情報を最新のものとし、委任状の提出時に選択された基本型接種施

設・連携型接種施設の情報はＶ－ＳＹＳで上書きされるので、ご留意いただくようお願いしま

す。また、連携型接種施設として登録された施設を、後日、基本型接種施設に変更とすることに

関しては、当面は予定していませんが、トレーサビリティをＶ－ＳＹＳ上で担保する観点や、シ

ステム上の機能との関係で精査が必要であることから、その可否についての要件や、そのタイミ

ング等についてはおって連絡します。 

 

 

２ 接種の実施に当たって、以下の対応が必要となること。 

 接種券付き予診票の発行（自医療機関の医療従事者等について。団体型医療機関につ

いてはとりまとめ団体が発行） 

 接種を実施した際は、被接種者に接種記録書を交付すること。 

 ３月４日以降、ワクチンが配送された日から原則として毎日、Ｖ－ＳＹＳに接種を実

施した回数を登録いただきたいこと。なお、接種実施回数については、入力時点まで

の累計数を入力する必要があること。 

接種しなかった場合には、未登録と区別するために、 

・それまでの接種実績がない場合は「０」を、 

・それまでに接種実績がある場合は、前日までの累計値と同じ値を、 

登録いただく必要があることに留意すること。 

  

３ 以上の手続等を含め、医療機関における接種事務の詳細については、厚生労働省ホー

ムページの「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」※のページや、当

該ページに掲載している「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医

療機関向け手引き」を参照いただきたいこと。 

 

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

